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過疎地域自立促進特別措置法にかわる�
新たな法律の制定について　　　　　�

�

昭和４５年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来，４次にわた
り特別措置法が制定され，様々な過疎対策事業が実施されてきたが，過
疎地域は，人口減少や高齢化の一層の進行により，今まで以上に日常生
活の維持や生産活動の継続が深刻な状況に直面している。�
その一方で，過疎地域は，国土保全，水源涵養，地球温暖化防止など，

多面的・公益的機能を有しており，過疎地域が健全に維持されていくこ
とは，都市を含めた国民全体の安全・安心に寄与するものであり，その
果たす役割は，今後ますます重要となる。�
しかしながら，平成の大合併により，新しい市町村の一部となった多

くの旧過疎市町村では，条件不利性が改善されておらず，また，合併後
の市町村においても，過疎対策のための財源を確保することが困難な状
況である。�
ついては，平成２２年３月の「過疎地域自立促進特別措置法」失効後

においても，国として過疎地域の現状と課題を踏まえた過疎対策を講じ
るよう，次の事項について強く要請する。�
�

�
１　新たな過疎法の制定�

「過疎地域自立促進特別措置法」にかわる新法を制定し，過疎地域
の自立的な発展・活性化を図ること。�
　�
２　ハード・ソフト両面からなる総合的な対策の実施�

　　従来のハード事業に加えて，過疎地域の日々の生活を支えるための
情報通信格差の是正をはじめ，生活交通，医療，生活の安全・安心な
どを確保するソフト的な対策も総合的に講じることができるような新
たな過疎対策を推進すること。�
�
３　地域の実態を反映した柔軟な地域要件・指定区域の設定�

　　現行の過疎地域が，新法においても引き続き指定されるとともに，
地域の実情を反映した指定となるよう，地域要件の設定に当たっては，
合併前の市町村区域での指定を可能とするなど最大限の配慮をすること。�
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